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Ⅰ 監査の概要 

 

 第１ 監査対象 

 （１）出資団体 

団体名 所管部課 

１．（一財）常陸大宮市スポーツ協会 教育委員会事務局 文化スポーツ課 

   

 （２）補助金交付団体 

団体名 所管部課 

１．（一財）常陸大宮市スポーツ協会 教育委員会事務局 文化スポーツ課 

 

 （３）公の施設の指定管理者 

対象施設名（指定管理者名） 所管部課 

１．西部総合公園 

 （常陸大宮市スポーツ協会） 
教育委員会事務局 文化スポーツ課 

２．社会体育施設 

 （常陸大宮市スポーツ協会） 
教育委員会事務局 文化スポーツ課 

３．くりえーとセンター大宮 

 （常陸大宮市スポーツ協会） 
産業観光部 商工観光課 

４ 辰ノ口親水公園 

 （辰ノ口区） 
建設部 都市計画課 

 

 

 第２ 監査範囲 

  実施事業に係る出納その他の事務、過去に実施した監査指摘項目の改善状況等 
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 第３ 実施日時及び実施場所 

 日 時 令和７年１月２７日（月） 

  場 所 常陸大宮市役所会議室、西部総合公園体育館会議室 

 

 

 第４ 重点監査項目 

１ 団体に関する指導監督は適切に行われているか。 

２ 事業運営は目的に沿って適切かつ効率的に行われているか。 

３ 会計経理は適正に行われているか。 

４ 過去の監査で指摘項目がある場合、改善がなされているか。 

 

 

 第５ 監査方法 

  対象団体等の事業に係る出納及びその他の事務の執行について、所管課及び関係団

体から提出された資料及び提示された出納関係帳票その他関係書類に基づいて、帳票

突合、質問その他必要と認める監査手続を実施した。 

 

 

 第６ その他 

 本監査結果における「指摘事項」及び「監査意見」の用例は以下のとおりである。 

  [指摘事項] 監査委員が速やかに改善を要すると判断し、措置を求めるもの 

   ※ なお、本事項に対して改善措置を講じた内容については、地方自治法 

    第１９９条第１４項の規定に基づき、別途監査委員に通知されたい。 

  [監査意見] 組織及び運営等の合理化に資するために言及が必要と判断するもの
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Ⅱ 監査の結果 

 

第１ 出資団体 

 

【出典元：令和 6年度出資法人経営評価書】 

 

  



4 

 

 

 

【出典元：令和６年度出資法人経営評価書】 
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監査の結果 

   関係諸規定が整備され、団体の事務はおおむね適正に行われていたが、次のとおり

組織運営の一部に改善又は検討を要する事項が認められることから、市及び市スポー

ツ協会において内容を精査し、適切に措置を講じられたい。 

 

[指摘事項] 

特記すべき事項はなかった。 

 

[監査意見] 

① 旅費規程の運用について 

 貴協会の旅費規程の運用については、「本市旅費に関する条例の例による」とし

ているが、改正された条例の基準を用いず、従前の基準で支給され金額に差が生

じていたので、適切な運用に努められたい。 

② 会計規程に基づく運用について 

 会計規程に基づく毎日の現金在高と帳簿残高の照合において金種表が使用され

ていなかったので、売上（利用料）に用いている金種残高表と同様に証跡を残す

よう事務を改善されたい。 

③ 雇用に関わる手続について 

 職員採用選考時においては、厚生労働省より戸籍謄本（本籍記載の住民票写し

を含む）の画一的な提出又は提示を求めないよう通達が発出されているが、貴協

会の就業規程上の提出書類とされていることから、住民票記載事項証明書により

取り扱われたい。また、身元保証人連署の誓約書の損害賠償に関する記述につい

ては、令和２年４月の民法改正により上限額（極度額）設定が義務づけられてい

るため、併せて雇用関係書類を点検されたい。 
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第２ 補助金交付団体 

 

【監査資料より抜粋】 
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 参考：令和５年度補助金に係る関係団体組織図             （別紙） 

 

【監査資料より抜粋】 
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監査の結果 

   当該団体の補助金に係る出納その他の事務は、一部を除き当該補助の目的に沿っ

ておおむね適切に行われていた。 

   なお、「指摘事項」及び「監査意見」は次のとおりであるので、市及び市補助金

交付団体（市スポーツ協会）において内容を精査し、適切に措置を講じられたい。 

 

別表１ 令和５年度補助金交付実績内訳（概要） 

項目名 申請額 決算額 

育 成 費 支 出 10,470,000円 7,377,500円 

ス ポ ー ツ 大 会 等 支 出 9,151,000円 8,416,354円 

顕 彰 事 業 費 支 出 100,000円 0円 

広 報 事 業 費 支 出 150,000円 34,892円 

管 理 費 4,129,000円 3,925,609円 

合 計 24,000,000円 19,754,355円 

 

別表２ 令和５年度補助金交付手続経過      

手続内容 処理日時 備考 

１．交 付 申 請 日 令和５年４月 ３日  

２．申 請 受 領 日 令和５年４月 ５日  

３．交 付 決 定 日 令和５年４月１０日  

 令和５年６月１２日 請求日 

４．支出日（振込日） 令和５年６月３０日 
交付決定日から支払 

まで８０日が経過 

５．変更交付申請日 －  

６．変更交付決定日 －  

 令和６年５月１４日 返還通知（団体→市） 

 令和６年５月１５日 返還命令（市→団体） 

７．実績報告（提出日） 令和６年５月２０日  

８．戻入日（返還日） 令和６年５月２２日  

９．実績報告（受領日） 令和６年５月２７日  

10．補助金額確定日 －  
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[指摘事項] 

① 補助金交付の処理について 

 市補助金交付要綱において交付決定後３０日以内の交付が規定されている

が、別表２記載のとおり交付決定日から支出日（振込日）までに８０日が経過

していた。市及び団体の双方が前年度の補助金精算手続に時間を要したこと、

団体から市への請求遅れが要因であったが、結果として要綱から逸脱した処理

が発生しているため、規定に基づく事務を適正に執行されたい。 

② 市補助金の受領までに実施した事業資金について 

 補助金受領日（6月 30日）までに実施された事業（4月 1日から 6月 30日）

に係る資金調達について質問したところ、市が委託をしている指定管理委託料

から一時的に流用している旨の説明があった。貴協会では複数の市体育施設の

指定管理業務を受託しているが、指定管理仕様書においては、「独立した口座で

管理し、収支状況を明確にすること」と規定され、当該委託料が公の施設運営

等に係る管理費用として支払われている点を鑑みると、一時的であっても適切

とはいえない。 

 今後は、補助金を早期に申請し概算払を受ける、又は法人保有資産から支出

するなど、厳正な資金管理を行うとともに、市当局においても補助金にかかる

交付事務を円滑に実施されたい。 
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[監査意見] 

① 地域体育協会（育成費支出による助成団体）の事業費について 

 貴協会から育成費として助成している一部の地域体育協会の収支決算を確認

したところ、そのうち市民運動会の支出は、令和４年度が 689千円、令和 5年

度は 1,272千円であった。令和５年度事業費が増加した結果繰越金が減少し、

結果として助成金返還が発生しなかったことから、増額理由についての説明を

求めたが、検証は行われておらず、真に必要な支出であったか本監査において

確認できなかった。所属団体（育成費の支出先）への監査権限はないものの、

補助金として間接的に交付したことに変わりはなく、貴協会の実施事業と同様

に公正な使用を求める必要がある。貴協会において適切に助成先の事業を審査

することはもとより、補助金交付元である市においても、実績報告受領時には

適切に検証されたい。 

② スポーツ教室に対する補助金及び講師謝金について 

 補助金を活用し複数のスポーツ教室が企画・開催されているが、一部教室

（参加者数３１名、開催日数１日）においては、総額７７万円のうち自己負担

２２万円を除く５５万円（約７１％）が補助金で賄われるなど、他教室に比し

補助金充当額が高い状況もみられた。公金からの支出であることを鑑みれば、

参加負担金、講師謝金等の妥当性については十分に検討する必要があると思料

される。スポーツ事業に係る講師への謝金は、その特性上、著名選手からボラ

ンティアまで技能度合いによる金額の多寡が想定されるものの、貴協会ではこ

れらの指標がないため、スポーツ庁が定める基準単価等も参考に予め金額を設

定するなど、謝金に関する基準整備を検討されたい。 

③ 補助金精算及び返還手続の明確化（交付要綱の改正）について 

 令和５年度の補助金は交付決定額 2,400万円のうち 424.5万円が戻入されて

いるが、一連の手続を検証したところ、別表２記載のとおり、団体から返還の

内容が通知され、市が返還を命じたのち実績書類が提出されていた。書類提出

の時期が令和６年５月であり、既に事業は完了していたと推察するが、本来の

手続としては、実績報告書を市が受理・審査し、目的に沿った事業が行われた

かを適切に検証の上不要な補助金の返還を命じるべきである。 

 なお、市スポーツ協会補助金交付要綱において最終的に補助金額を確定する

事務手続が明文化されていないことも発生要因の一つと考えられる。市補助金

等交付に関する規則において示される基準等も参考に、実態に則した手続が行

われるよう補助金交付要綱の改正を検討されたい。 
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第３ 公の施設の指定管理者 

 

１ 西部総合公園（一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会） 

 
【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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監査の結果 

   指定管理業務はおおむね適正に行われていたが、次のとおり改善又は検討を要する事

項が認められることから、内容を精査し適切に処理されたい。 

 

  [指摘事項] 

① 修繕費にかかる証拠書類の整備について 

 会計年度末（令和６年３月）に支払われた修繕費の書類を確認したところ、

納品書及び請求書の日付、工事写真帳の完了日の記載がないものがみられた。

加えて、当該支出について実際に修繕を行った月日を特定できる証拠資料の提

示を求めたものの、これらが明確に確認できなかった。 

 指定管理委託料の内、修繕費は残金を返還する仕組みとなっており、修繕費

予算消化の疑念を持たれる恐れもあることから、今後も公正な出納処理に努め

るとともに、検収・記録等の証跡を確実に残すよう改められたい。また、本市

においても、日頃のモニタリングにより公の施設に係る修繕実績を適時確認

し、指定管理業務及び経理等を監督されたい。 

[監査意見] 

① 体育館利用（料金）明細書の作成等について 

 利用料金徴収事務に際し、複数時間帯や設備利用など内訳が混在した申請に

おいて、合計料金を申請書余白欄にメモしているのみの書類がみられた。現時

点で計算誤りは生じていないものの、利用者が明瞭に利用実績を確認できない

こと、また、利用後の料金トラブル防止の観点からも体育館利用明細書を作成

されたい。 

② 施設利用に係る減免申請手続事務の改善について 

 利用料減免に該当する団体等（通年を通し利用する団体等）は、事務効率化

の観点から、年に１回のみ有料施設使用減免申請書を各団体から徴する運用が

なされているところ、一部の申請書において収受印が押印されていないもの、

又は押印されていても収受番号が未記載のものがみられた。 

 貴協会の文書管理規定第 2条（文書の収受）によると、文書余白に収受印を

押印し、文書受付簿記載後に収受印内へ番号を記入することが規定されてい

る。指定管理業務に関する書類のため、個別収受（受付）番号等による管理も

想定されるが、利用料金又は減免資格に係る重要な手続であることから、より

一層厳格な事務に努められたい。 

③ 施設備品（Ⅰ種備品）の管理事務について 

 登録備品について、所在不明なもの、使用していないもの、台帳に記載され

ていないものが認められたことから、現物確認の上台帳を整理されたい。 
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２ 社会体育施設（一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会） 

 

【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】  

２　施設利用状況

施　設　名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
利 用 可 能 日 数 248日 297日 164日 151日
利 用 日 数 64日 75日 64日 96日
利 用 率 25.8% 25.3% 39.0% 63.6%
入 場 者 数 3,920人 8,210人 6,854人 11,165人
利 用 可 能 日 数 248日 297日 297日 298日
利 用 日 数 181日 125日 113日 210日
利 用 率 73.0% 42.1% 38.0% 70.5%
入 場 者 数 7,983人 6,034人 6,240人 5,561人
利 用 可 能 日 数 72日 72日 72日 72日
利 用 日 数 0日 15日 62日 55日
利 用 率 0.0% 20.8% 86.1% 76.4%
入 場 者 数 0人 6,148人 18,491人 28,825人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 12日 36日 45日 64日
利 用 率 4.7% 11.7% 14.6% 20.7%
入 場 者 数 453人 1,170人 1,936人 2,298人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 120日 153日 154日 156日
利 用 率 47.2% 49.7% 50.0% 50.5%
入 場 者 数 1,022人 1,459人 1,420人 1,572人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 77日 84日 56日 58日
利 用 率 30.3% 27.3% 18.2% 18.8%
入 場 者 数 504人 619人 276人 285人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 5日 11日 17日 20日
利 用 率 2.0% 3.6% 5.5% 6.5%
入 場 者 数 126人 282人 2,860人 3,125人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 2日 3日 2日 1日
利 用 率 0.8% 1.0% 0.6% 0.3%
入 場 者 数 5人 11人 5人 4人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 46日 67日 77日 86日
利 用 率 18.1% 21.8% 25.0% 27.8%
入 場 者 数 571人 1,401人 1,494人 1,848人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 53日 35日 36日 47日
利 用 率 20.9% 11.4% 11.7% 15.2%
入 場 者 数 675人 955人 907人 1,829人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 6日 7日 5日 4日
利 用 率 2.4% 2.3% 1.6% 1.3%
入 場 者 数 28人 29人 17人 12人
利 用 可 能 日 数 254日 308日 308日 309日
利 用 日 数 117日 195日 199日 171日
利 用 率 46.1% 63.3% 64.6% 55.3%
入 場 者 数 1,806人 3,898人 4,158人 4,261人

市
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監査の結果 

   指定管理業務はおおむね適正に行われていたが、次のとおり改善又は検討を要する事

項が認められることから、内容を精査し適切に処理されたい。 

 

  [指摘事項] 

① 利用料減免手続の不備について 

 減免申請書に申請日がないもの及び申請理由の記載がないものが認められた

ので、適正に事務処理を行われたい。また、高校野球に関連する市外の高校に

対して減免（市社会体育施設条例施行規則第 15条第 1項 15号「その他施設管

理者が特に必要と認める場合は、施設管理者が定める額」）が行われていたが、

減免に至る経緯が記録されていなかったので、減免割合及び金額等の決定経過

について証跡を残すよう改められたい。 

② 指定管理委託料の独立口座での管理について 

 指定管理委託事業の資金は、指定管理仕様書において「独立した口座で管理

し、収支状況を明確にすること」を規定しているが、西部総合公園管理委託と

同一の通帳により経理されていたので、別口座で管理するよう改められたい。 

[監査意見] 

① 実績報告書類の適正な整備について 

 実績報告書の内容に記載漏れ及び記載誤り（年間管理報告書の業務名称と仕

様書項目の相違等）がみられることから、正確に作成されたい。また、所管課

においても適切に業務実施状況の確認に努められたい。 

② 指定管理仕様書に記載された施設名称について 

 市社会体育施設条例において規定する施設名称と指定管理仕様書の施設名称

に相違が認められることから、明確な施設管理のため、所管課において整合性

を図られたい。 

③ 市と団体の協議記録について 

 市と団体の協議が５回実施されているが、会議録が作成されておらず、会議

資料も整備されていなかったので、作成・整備に努められたい。 

④ 指定管理業務の収支決算について 

 当該指定管理業務の収支決算については赤字となっていることから、今後も

利用促進、実施事業誘致等により収入の増加を図られたい。また、利用が極端

に少ない施設については、市当局において費用対効果を適切に検証の上、施設

の在り方を検討されたい。 
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３ くりえーとセンター大宮（一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会） 

 

【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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監査の結果 

   指定管理業務はおおむね適正に行われていたが、次のとおり検討を要する事項が認め

られることから、内容を精査し適切に処理されたい。 

 

  [指摘事項] 

特記すべき事項はなかった。 

  

[監査意見] 

① 施設賃借料の減免事由について 

 食堂区画の財産貸付については、油や食材など原材料費高騰を理由として、

市と協議の上で利用料金を 51,420円/月から 50,000円/月へ減免しているが、

算出根拠が明確でないため、市当局において減免の妥当性を検証されたい。 
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４ 辰ノ口親水公園（辰ノ口区） 

 

【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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【監査資料より抜粋】 
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監査の結果 

   指定管理業務はおおむね適正に行われていたが、次のとおり検討を要する事項が認め

られることから、内容を精査し適切に処理されたい。 

 

  [指摘事項] 

特記すべき事項はなかった。 

 

[監査意見] 

① 従業員に対する接遇研修等の実施について 

 令和５年度は、従業員に対するマナー向上等の研修が中止となり、計画どおり

実施されていなかった。接遇能力の向上は、来園者の第一印象にも影響を与え、

利用満足度を高めるとともに、リピーター確保にもつながることから、計画的に

実施するよう努められたい。 

  

 


